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【重要】八条口大型のりばの運用について 
 

京都駅八条口大型のりば運用に関して、本センターより運用上の課題を指摘してきま

した。しかし、誠に残念なことに、いまだに不特定多数の旅客への声掛

け・大声・口笛など、条例に定めるところの「客引き行為」が

横行しています。 

 

当センターでも選任指導員による直接/間接の指導・所属団体への指導依頼等、万策

を尽くしてきましたが、改善されるどころか、コロナ禍による需要減少を理由に、競うよ

うにして大声を張り上げる始末です。 

 

ここに至っては、運転者の自浄作用へ期待することは断念せざる

をえません。管理者の責務を果たすため、大型/特大のりばの待機台数

（現行２台/３パース分）を縮小、一部を物理的に閉鎖します。 

 

しかしながら、大型/特大タクシー運転者に与える影響を鑑み、一定の経過確認期間

を設定しますので、その間に改善がなければ即座に閉鎖を実行しますので、あらか

じめ所属組合/会社による十分な周知/指導をお願いいたします。 

 

重ねて申し上げますが、当センターとして、ここ数年、十分な時間をかけて指導と警告

を続けてきました。「知らなかった」では済まされないことはご承知おき下さい。 

 

以上 


